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中小企業における月 60 時間超の時間外労働への割増率適用について 
 

労働基準法第 37 条で、「時間外労働が 1箇月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた時間の

労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の 5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなら

ない。」と定められていますが、中小事業主はその適用を、同法 138 条により当分の間猶予されています。 

現在開かれている第 196 回国会に提出されている法律案では、この猶予する条文を削除することとなって

おり、その施行日は平成 35 年（2023 年）4月 1日の予定とされています。また、改正予定より前に、増資や

採用により中小企業でなくなった場合には、その時点から割増率 1.5 倍が適用されることになりますので、

その内容を今一度確認しておきます。 

 

１．中小事業主とは 

 中小事業主の判断は、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。以

下の表のどちらかを満たせば中小事業主とされます。個人事業主、県立・市町村立病院など資本金や出資金

の概念がない場合には、労働者数のみで判断することになります。（平成 22 年改正時 Q&A より） 

業種は、日本標準産業分類に従います。また、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。 

 

       （中小企業の判断） 

 
 

 

２．常時使用する労働者のカウント方法 

常時使用する労働者数の判断は、通達（基発 0529001 号 H21.5.29）で以下のように記載されています。 

“法第 138 条の「常時使用する労働者の数」は、当該事業主の通常の状況によって判断されるものである

こと。臨時的に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた場合等については、労働者の数が変動した

ものとしては取り扱わないものであること。 労働者の数は、労働契約関係の有無によって判断されるもので

あること。例えば、出向者については、在籍出向者は出向元と出向先の両方との間に労働契約関係があるた

め両方の労働者数に算入され、移籍出向者（転籍者）は出向先との間に労働契約関係があるため出向先の労

働者数に算入されること。また、 派遣労働者は、派遣元との間に労働契約関係があるため、派遣元の労働者

数に算入されること。” 

短時間労働者や有期労働契約者については特に言及されていませんが、臨時的な雇用とするならカウント

せず、常態として雇用しているとするならカウントすることと思われます。 

 

３．計算までの準備 

1 か月 60 時間を超える時間外労働には、法定休日の労働時間は含めません。そのため、あらかじめ法定休

日の特定を行う必要があり、勤怠システムなども自動判断やあらかじめ登録できる機能がある方が、手間が

少ないと思われます。 

また、例えば土曜日などの所定休日労働時間の割増率を、法定を超える率（1.3 倍など）と設定している

場合に、労働時間の集計を組み替えなければスムーズな 60 時間超の計算ができない場合があります。 
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